
花見川周辺資源の活用方策検討支援業務委託（プロポーザル方式）に係る質問に対する回答
No 該当箇所 質問 回答

1
募集要項　２P

５　企画提案の参加要件に関する事
項について

「（２）過去１０年以内において、同種業務、またはそれに準ずる業務の
受託実績（平成２５年度から令和４年度の間に完了した業務）を有して
いること」について、ここでいう準ずる業務とは具体にはどのような業務
でしょうか。

公園緑地及び河川空間などの公共空間の利活用に伴い、ワークショップ
やイベントなどを通じた利用者のニーズ把握を含む、整備の検討・活用又
は計画策定及び調査に係る業務に準ずる業務です。

2
募集要項　３P

６　企画提案の手続きに関する事項
（１）参加申込について

「第４号 提案価格内訳書」及び「企画提案書」の提出は、正本１部、副
本６部となっていますが、企画提案書等を電子メールで提出する場合、
正本（押印、企業名記載）と副本のデータをそれぞれ提出することでよ
いでしょうか。

企画提案書等を電子メールで提出する場合は、大変お手数ですが、正本
（押印、企業名記載）と副本のデータをそれぞれご送付ください。

3

募集要項　４P
７ 企画提案の内容に関する事項

（１）企画提案書、提案価格内訳書
について

「総括責任者」、「実施責任者」、「業務担当者」とは、「千葉市土木設計
業務共通仕様書」上のどの技術者に相当するのか。もしくは同共通仕
様書に該当する技術者がない場合、それぞれどのような役割を担うこと
になるか。

募集要項に記載する「総括責任者」、「実施責任者」、「業務担当者」とは、
本業務を実施する上で適切な人員の確保と適切な役割分担等業務実施
体制を確認するため、提出を求めるものです。
具体的な役割としては、以下のとおりです。
・「総括責任者」…本業務全体を総括し取りまとめる責任者となるもの
・「実施責任者」…業務実施にあたっての責任者となるもの
・「業務担当者」…業務における担当者となるもの
※実施責任者及び業務担当者は本業務において役割分担が生じるようで
あれば、業務ごとに記載（なお、仕様書に示す業務を一貫して同一の担当
者が行う場合は、この限りではありません）。

4

募集要項　４P
７ 企画提案の内容に関する事項

（１）企画提案書、提案価格内訳書
について

「総括責任者」、「実施責任者」が「業務担当者」を兼務することは可能
か。また、「総括責任者」が「実施責任者」を兼務することは可能か。

兼務を妨げるものではありませんが、ご提案内容に応じて、業務を実施す
る上で適切な人員を確保し、適切な役割分担としてください。

5

募集要項　４P
７ 企画提案の内容に関する事項

（１）企画提案書、提案価格内訳書
について

企画提案書の内容としては、「総括責任者」、「実施責任者」、「業務担
当者」の氏名は、そのまま記述してよいか。

「総括責任者」、「実施責任者」、「業務担当者」の氏名は、記載いただいて
構いません。

6

募集要項　４P
７ 企画提案の内容に関する事項

（１）企画提案書、提案価格内訳書
について

企業名が類推されるような記述は認められないのか。
企業名を記載せずご提出いただく理由は、頂いた提案内容を公平に審査
するためです。企業名を記載しないことで、企画提案書等の作成にあたり
支障にならない範囲での対応をお願いします。

7

募集要項　４P
７ 企画提案の内容に関する事項

（１）企画提案書、提案価格内訳書
について

（エ）業務担当者の経歴等について、記述する経歴は、「総括責任者」、
「実施責任者」、「業務担当者」すべてで必要か。（経歴を記述するのは
「業務担当者」のみで良いか）

募集要項５P「（エ）業務担当者の経歴等」に記載のとおり、本業務委託を
実施する業務担当者の経歴を記述ください。


